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〇
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
変
更
を

認
可
し
た
件
（
同
二
〇
八
）

〇
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
件

（
同
二
〇
九
）

〇
海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
実
施
す
る
件

（
防
衛
六
六
〜
七
一
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
関
東
地
方
整
備
局
一
三
一
、
一
三
二
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
九
州
地
方
整
備
局
四
〇
、
四
一
）

〇
道
路
に
関
す
る
件
（
同
四
二
、
四
三
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
沖
縄
総
合
事
務
局
一
五
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

貸
金
業
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
日
本
貸
金
業
協
会
か
ら
の
届
出
に
関
す
る

公
示
（
金
融
庁
）

貸
金
業
法
第
四
十
一
条
の
二
十
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
株
式
会
社
シ
ー
・
ア
イ
・
シ
ー

か
ら
の
届
出
に
関
す
る
公
示
（
同
）

貸
金
業
法
第
四
十
一
条
の
二
十
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
株
式
会
社
日
本
信
用
情
報
機
構

か
ら
の
届
出
に
関
す
る
公
示
（
同
）

指
定
保
安
検
査
機
関
の
指
定
に
関
す
る
公
示

（
中
部
近
畿
産
業
保
安
監
督
部
）

関
東
地
方
整
備
局
公
示（
関
東
地
方
整
備
局
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁所

得
税
法
第
一
八
〇
条
の
規
定
に
該
当
し

な
く
な
っ
た
外
国
法
人
、
所
得
税
法
第
二

一
四
条
の
規
定
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
非

居
住
者
、
都
市
計
画
道
路
事
業
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
特
別
清
算
、
再
生
、
所
有
者
不
明

関
係

特
殊
法
人
等

厚
生
年
金
基
金
清
算
結
了
・
清
算
人
退
任

関
係

会
社
そ
の
他

〔
省

令
〕

〇
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
総
務
一
八
）

〔
告

示
〕

〇
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ

き
令
和
六
年
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
同

令
第
四
十
三
条
第
一
項
の
地
方
公
共
団
体

を
定
め
る
件
（
総
務
九
一
）

〇
令
和
六
年
発
生
災
害
に
係
る
小
災
害
債
の

対
象
と
な
る
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
指

定
す
る
件
（
同
九
二
）

〇
令
和
六
年
度
に
お
け
る
後
期
高
齢
者
医
療

の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す

る
省
令
第
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び

に
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
普
通
調
整
係
数
及
び

補
正
係
数
並
び
に
一
人
平
均
所
得
額

（
厚
生
労
働
六
八
）

〇
肥
料
を
登
録
し
た
件（
農
林
水
産
四
八
三
）

〇
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
二
条
第
五
項
第

四
号
の
災
害
及
び
地
域
を
指
定
す
る
件

（
経
済
産
業
三
一
）

〇
特
定
都
市
河
川
及
び
特
定
都
市
河
川
流
域

を
指
定
す
る
件
（
国
土
交
通
二
〇
七
）
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省

令

告

示

令和年月日 水曜日 第号官 報
〇
総
務
省
令
第
十
八
号

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効

率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
一

部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
七
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基

づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
二
条
第
十
五
項
」
を
「
第
二
条
第
十
六
項
」
に
、「
次
号
及
び
第
三
号
」を「
以

下
こ
の
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
か
ら
様
式
第
二
の
二
ま
で
及
び
様
式
第
五
か
ら
様
式
第
十
二
の
四
ま
で
の
規
定
並
び
に
様
式
第
十
五
の

三
中
「第

２
条
第
15項

」
を
「第

２
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
八
注
23
中
「第

２
条
第
15号

」
を
「第

２
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
三
か
ら
様
式
第
三
十
七
ま
で
の
規
定
、
様
式
第
三
十
八
の
四
、
様
式
第
三
十
八
の
五
、
様
式
第
三
十

八
の
八
、
様
式
第
三
十
八
の
九
、
様
式
第
三
十
八
の
十
二
か
ら
様
式
第
三
十
八
の
十
六
ま
で
の
規
定
、
様
式
第
三
十

八
の
十
七
注
２
及
び
様
式
第
三
十
八
の
十
八
か
ら
様
式
第
三
十
八
の
二
十
ま
で
の
規
定
中
「第

２
条
第
15項

」を「第
２
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
第
二
表
注
11
中
「第

２
条
第
15号

」
を
「第

２
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
三
の
十
五
注
４
及
び
様
式
第
二
十
三
の
十
六
第
二
表
注
５
中
「第

２
条
第
15項

」
を
「第

２
条
第
16

項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
五
注
１
及
び
注
３
中
「第

16条

」
を
「第
15条
（
第
２
項
を
除
く
。）

」
に
改
め
る
。

（
電
気
通
信
番
号
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
中
「第

２
条
第
15項

」
を
「第
２
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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国
会
事
項

人
事
異
動

令和年月日 水曜日 第号官 報

衆

議

院

質
問
書
提
出

三
月
二
十
四
日
議
員
か
ら
提
出
し
た
質
問
主
意
書
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

屋
外
広
告
物
規
制
と
表
現
の
自
由
に
関
す
る
質
問
主
意

書
（

幡
愛
提
出
）

議
事
日
程

三
月
二
十
五
日
の
議
事
日
程
は
次
の
と
お
り
。

議
事
日
程

第
十
号

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
（
火
曜
日
）

午
後
一
時
開
議

一

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
特
別
会

計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
内
閣
提
出
）
の
趣
旨
説
明

質
問
主
意
書
提
出

三
月
二
十
四
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ

れ
た
。

フ
ジ
・
メ
デ
ィ
ア
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の
外
資
比
率

と
総
務
省
の
対
応
の
適
切
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
浜
田
聡
提
出
）（
第
六
八
号
）

千
葉
県
知
事
選
挙
の
候
補
者
で
あ
っ
た
立
花
孝
志
氏
に

対
す
る
傷
害
事
件
発
生
時
の
警
察
の
現
場
対
応
の
妥
当

性
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
浜
田
聡
提
出
）（
第
六
九
号
）

質
問
主
意
書
転
送

三
月
二
十
四
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し

た
。学

校
に
お
け
る
動
物
の
飼
育
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
塩
村
あ
や
か
提
出
）（
第
五
九
号
）

し
い
た
け
原
木
等
の
生
産
資
材
の
導
入
支
援
に
関
す
る

質
問
主
意
書
（
石
垣
の
り
こ
提
出
）（
第
六
〇
号
）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
率
の
上
限
の
妥
当
性
等
に
関

す
る
質
問
主
意
書
（
浜
田
聡
提
出
）（
第
六
一
号
）

政
府
の
長
期
的
な
財
政
状
況
を
評
価
す
る
上
で
重
要
な

指
標
の
一
つ
で
あ
る
生
涯
純
受
益
額
の
推
計
に
関
す
る

質
問
主
意
書
（
浜
田
聡
提
出
）（
第
六
二
号
）

令
和
六
年
財
政
検
証
の
諸
前
提
が
実
態
と
乖
離
し
て
い

る
可
能
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
浜
田
聡
提
出
）（
第

六
三
号
）

い
わ
ゆ
る
低
価
値
・
無
価
値
な
医
薬
品
の
保
険
適
用
除

外
に
向
け
た
制
度
改
革
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
浜
田

聡
提
出
）（
第
六
四
号
）

公
的
医
療
保
険
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
低
価
値
・
無
価
値

医
療
を
特
定
す
る
仕
組
み
の
有
無
等
に
関
す
る
質
問
主

意
書
（
浜
田
聡
提
出
）（
第
六
五
号
）

情
報
流
通
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
対
処
法
に
お
け
る
表
現

の
自
由
の
侵
害
リ
ス
ク
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
浜
田

聡
提
出
）（
第
六
六
号
）

内

閣

村
松

教
隆

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る（
三
月
二
十
二
日
）

参

議

院

議
案
付
託

三
月
二
十
四
日
議
長
は
、
次
の
衆
議
院
提
出
案
を
委
員

会
に
付
託
し
た
。

半
島
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
六

号
）

国
土
交
通
委
員
会
に
付
託

地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策
緊
急
整

備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
五
号
）

災
害
対
策
特
別
委
員
会
に
付
託

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
衆
第
九
号
）

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
〇

号
）

政
治
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託

ま
た
、
同
日
議
長
は
、
衆
議
院
送
付
の
次
の
内
閣
提
出

案
を
委
員
会
に
付
託
し
た
。

土
地
改
良
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

二
二
号
）

農
林
水
産
委
員
会
に
付
託

（
防
衛
省
海
上
幕
僚
監
部
指
揮
通
信

情
報
部
情
報
課
付
）
１
等
海
佐

髙
橋

裕
昌

兼
官
を
免
ず
る
（
三
月
二
十
三
日
）

（
防
衛
省
海
上
幕
僚
監
部
指
揮
通
信

情
報
部
情
報
課
）
１
等
海
佐

山
下

健
一

内
閣
事
務
官
に
兼
ね
て
任
命
す
る

内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
情
報
調
査
室
）
を
命
ず
る

（
防
衛
省
統
合
幕
僚
監
部
首
席
指
揮

通
信
シ
ス
テ
ム
官
付
）
１
等
陸
佐

篠
田
英
一
郎

内
閣
事
務
官
に
兼
ね
て
任
命
す
る

内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
）
を
命
ず
る

内
閣
官
房
副
長
官
補
付
に
併
任
す
る

国
家
安
全
保
障
局
に
併
任
す
る

（
防
衛
省
海
上
幕
僚
監
部
指
揮
通
信

情
報
部
情
報
課
）
１
等
海
佐

松
田

光
央

兼
官
を
免
ず
る
（
以
上
三
月
二
十
四
日
）





叙
位
・
叙
勲

皇
室
事
項

官
庁
報
告

登
録
番
号

商
号
、
名
称
又
は
氏
名

貸
金
業
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

令
和
７
年
２
月
19日
付
で
、
日
本
貸
金
業
協
会
へ
の
加

入
を
承
認
し
た
業
者

東
京
都
知
事


第
31716号

株
式
会
社
レ
イ
ズ

令和年月日 水曜日 第号官 報
〇
叙
位（

自
然
科
学
研
究
機
構
分
子
科
学
研

究
所
名
誉
教
授
）

北
川

禎
三

従
四
位
に
叙
す
る

能
島

正
美

従
五
位
に
叙
す
る

富
田
善
五
郎

堀
江

秀
男

横
田

洋
子

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

内
山

秀
三

金
丸

直
道

九
澤

忠
史

久
野

幸
三

小
林

順

貞
森

裕

澤
田

秀
俊

高
本

文
利

永
留

福
督

成
田

清

沼
崎

嘉
雄

前
川

剛

前
田

利
明

松
本

信
也

室
伏

徹

山
口

裕
俊

山
田

澄
男

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

今
村

史

高
木

雅
治

田
中

文
男

西
村

寛
幸

萩
原

一
男

吉
田

勤

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

加
納

文
人

田
村

邦
夫

堂
脇

輝
男

従
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
以
上
二
月
十
三
日
）

岡
崎

齊

三
輪

昌
夫

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

内
田

高
司

大
城

忠
泰

大
野

靖

倉
爪

末
盛

志
佐

惲
彦

高
田

敬

津
田

勉

遠
間

保

土
井

修
二

増
田

順
一

村
上

紀
夫

守
本

達
雄

森
山

行
夫

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

池
上

康
位

石
上

郁

犬
塚

貴

奥
山

宏

小
澤

昭
司

反
町

光
夫

田
中

清

南
坂

薫

松
尾

藤
利

松
田
千
次
郎

山
下

榮
一

山
本

敬
之

和
田

仁

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

柳

榮
司

（
警
視
庁
警
部
補
）

山
脇

彰
一

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

小
山

正
行

従
七
位
に
叙
す
る
（
以
上
二
月
十
四
日
）

瀬
在

幸
安

従
三
位
に
叙
す
る

丸
山
慶
一
郎

吉
岡

賢
治

吉
冨

清
光

正
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

鈴
木

昭
夫

矢
野

敏
男

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）久

保
井

寛

古
屋

和
徳

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

青
山

弘
直

伊
藤

岩
男

井
上

茂
男

井
野
口
貞
治

大
月

勝

久
保
田
喜
平

栗
田

啓
二

竹
山

康
二

舘
野

寛

鳴
瀬

高
志

三
國

満
裕

宮
田

國
彦

武
藤

勉

目
黒

健
二

山
口

武
治

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

（
長
野
県
警
部
補
）

窪
田

正
和

児
嶋

和
美

末
永

勝
吉

鈴
木

隆
義

丸
次

禮
治

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

藤
村

克
利

従
七
位
に
叙
す
る
（
以
上
二
月
十
五
日
）

（
鳥
取
大
学
名
誉
教
授
）

安
西

晟

正
四
位
に
叙
す
る

池
尻

稔
明

宇
佐
美
栄
一

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）秋

澤

佳
明

石
川

明

佐
々
木

功

鈴
木

幸
弘

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

大
川

邦
男

土
屋

勝
司

仲
田

新
治

中
村
美
喜
雄

名
塚

三
雄

西
小
野

勉

林

政
敏

堀
金

睦
男

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

（
一
等
陸
尉
）

小
野

誠

須
藤

順

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

澤
田

重
則

従
七
位
に
叙
す
る
（
以
上
二
月
十
六
日
）

加
藤

寛

小
関

直
彦

宮
田

欣
三

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）亀

井

次
男

吉
野

一
成

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）樋

川

弘
文

吉
田

稔

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）岡

島

幸
司

佐
藤

宰

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）加

本

和
慶

三
上

典
昭

従
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
以
上
二
月
十
七
日
）

池
田
祐
一
郎

正
六
位
に
叙
す
る

竹
之
内
昭
弘

正
七
位
に
叙
す
る
（
以
上
二
月
十
八
日
）

石
野

良
隆

武
政

司
郎

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

森
戸
乙
三
郎

従
六
位
に
叙
す
る
（
以
上
二
月
十
九
日
）

本
間

強

正
七
位
に
叙
す
る
（
二
月
二
十
日
）

森

一
正

従
六
位
に
叙
す
る

空
閑

昭
憲

正
七
位
に
叙
す
る
（
以
上
二
月
二
十
三
日
）

〇
叙
勲

竹
下

和
孝

宮
崎

吉
裕

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
二
月
十
三
日
）

北
村

悳

杉
村

直
樹

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
二
月
十
四
日
）

小
林

英
機

中
野

由
雄

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
二
月
十
六
日
）

齋
藤

輝
治

辻
村

次
夫

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
二
月
十
七
日
）

輿
石

仁

旭
日
双
光
章
を
授
け
る

堀

松
雄

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
以
上
二
月
十
八
日
）

嶋
貫

栄
助

竹
居
田
新
次

福
田

悟

鷲
澤

仁

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
二
月
十
九
日
）

（
自
然
科
学
研
究
機
構
分
子
科
学
研

究
所
名
誉
教
授
）

北
川

禎
三

瑞
宝
中
綬
章
を
授
け
る

今
村

史

内
山

秀
三

富
田
善
五
郎

松
本

信
也

山
口

裕
俊

横
田

洋
子

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

加
納

文
人

貞
木

清

高
本

文
利

堂
脇

輝
男

永
留

福
督

原

幸
市

室
伏

徹

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
二
月
十
三
日
）

池
上

康
位

内
田

高
司

大
城

忠
泰

大
野

靖

奥
山

宏

高
田

敬

土
井

修
二

松
田
千
次
郎

森

正
教

森
山

行
夫

和
田

仁

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

南
坂

薫

（
警
視
庁
警
部
補
）

山
脇

彰
一

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
二
月
十
四
日
）

丸
山
慶
一
郎

吉
冨

清
光

瑞
宝
小
綬
章
を
授
け
る
（
各
通
）

栗
田

啓
二

末
永

勝
吉

鈴
木

昭
夫

舘
野

寛

三
國

満
裕

武
藤

勉

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

太
田

嘉
彦

多
田

高
志

寺
原

功

藤
村

克
利

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
二
月
十
五
日
）

石
川

明

佐
々
木

功

鈴
木

幸
弘

田
中

宣

土
屋

勝
司

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

（
一
等
陸
尉
）

小
野

誠

須
藤

順

中
村

巖

西
小
野

勉

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
二
月
十
六
日
）

岡
島

幸
司

加
本

和
慶

樋
川

弘
文

吉
田

稔

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

佐
藤

宰

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
以
上
二
月
十
七
日
）池

田
祐
一
郎

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
二
月
十
八
日
）

本
間

強

三
浦

幸
保

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
二
月
二
十
日
）

井
手
窪

理

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
六
年
十
月
十
三
日
）

御
祝
電

天
皇
陛
下
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
国
祭
日
に
つ
き
、
三
月
二

十
四
日
同
国
大
統
領
閣
下
へ
御
祝
電
を
発
せ
ら
れ
た
。

官
庁
事
項

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
三

十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
日
本
貸
金
業
協
会
よ
り

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
の
十
二
第
四
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日金

融
庁
長
官

井
藤

英
樹





東
京
都
知
事


第
32008号

ウ
ェ
ル
ス
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
株

式
会
社

石
川
県
知
事


第
00956号

能
登
半
島
地
震
復
興
支
援

フ
ァ
ン
ド
投
資
事
業
有
限
責

任
組
合

変
更

年
月
日

登
録
番
号

変
更
後
の
商
号
、
名

称
又
は
氏
名
（
旧
商

号
等
）

日
本
貸
金
業
協
会
に
対
し
、
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
の

変
更
の
報
告
が
あ
っ
た
業
者

令
和
６
年

10月
24日

東
京
都
知
事


第
31778号

株
式
会
社
エ
レ
ガ
ン

ト
バ
ン
ク
（
株
式
会

社
エ
ボ
ル
バ
ン
ク
）

登
録
番
号

商
号
、
名
称
又
は
氏
名

令
和
７
年
２
月
19日
付
で
、
日
本
貸
金
業
協
会
か
ら
の

脱
退
を
理
事
会
に
報
告
し
た
業
者
（
廃
業
）

愛
媛
県
知
事


第
01772号

有
限
会
社
ア
イ
リ
ス

熊
本
県
知
事


第
00037号

有
限
会
社
香
川
不
動
産
部

東
京
都
知
事


第
31832号

株
式
会
社
a
n
ew

東
京
都
知
事


第
31877号

Ｉ
Ｂ
Ｊ
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル

ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
株
式
会
社

令
和
７
年

１
月
１
日
関
東
財
務
局
長


第
00770号

Ｓ
Ｂ
Ｉ
新
生
ア
セ
ッ

ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株

式
会
社
（
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
ア
セ
ッ
ト
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
株
式
会

社
）

営
業
所
名

変
更

前
変

更
後

変
更
日
（
曜
日
）

西
日
本
営
業
部
大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
３

丁
目
４
番
５
号
毎
日
イ
ン
テ

シ
オ
５
階

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
３

丁
目
４
番
５
号
毎
日
新
聞
ビ

ル
４
階

令
和
７
年
２
月
25日
（
火
）

貸
金
業
法
第
四
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

法
第
41条
の
14第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
係
る
事
項
の
変
更

株
式
会
社
シ
ー
・
ア
イ
・
シ
ー
西
日
本
営
業
部
所
在
地
の
変
更

以
上

貸
金
業
法
第
四
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

法
第
41条
の
14第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
係
る
事
項
の
変
更

株
式
会
社
日
本
信
用
情
報
機
構
本
社
所
在
地
の
変
更

営
業
所
名

変
更

前
変

更
後

変
更
日
（
曜
日
）

本
社

東
京
都
台
東
区
北
上
野
一
丁

目
10番
14号

住
友
不
動
産

上
野
ビ
ル
５
号
館

東
京
都
港
区
芝
公
園
２
丁
目

４
番
１
号

令
和
７
年
２
月
10日
（
月
）以
上

公

告

令和年月日 水曜日 第号官 報

関
東
地
方
整
備
局
公
示

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

関
東
地
方
整
備
局
長

岩
﨑

福
久

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

十
七
号

占
用
を
制
限
す
る
区
域

区

域

備

考

桶
川
市
大
字
川
田
谷
字
稲
荷
二
八
三
九
番
一
五
か
ら
同
市
大
字
川
田
谷
字
王
子
四
三
四
六

番
ま
で制

限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を

認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の

敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日

図

面

縦

覧

場

所

関
東
地
方
整
備
局
及
び
同
局
大
宮
国
道
事
務
所

諸

事

項

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）第
四
十
一
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、株
式
会
社
シ
ー
・

ア
イ
・
シ
ー
よ
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

金
融
庁
長
官

井
藤

英
樹

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
四
十
一
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
株
式
会
社
日
本

信
用
情
報
機
構
よ
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

金
融
庁
長
官

井
藤

英
樹

指
定
保
安
検
査
機
関
の
指
定
に
関
す
る
公
示

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
指
定
保
安
検
査
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
十
号
）
第
十
九
条
第

二
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
委
任
さ
れ
た
同
法
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

中
部
近
畿
産
業
保
安
監
督
部
長

正
影

夏
紀

一

名
称

株
式
会
社
ユ
ニ
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

二

住
所

大
阪
府
吹
田
市
南
金
田
二
丁
目
二
十
八
番
二
十
六
号

三

指
定
地
域

福
井
県
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
、
和
歌
山
県

四

指
定
の
区
分

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
七
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
七
十
七
条
第
二
項
及

び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
規
定
す
る
特
定
施
設
の
保
安
検
査

一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
八
十
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
七
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
規
定
す
る
特
定
施
設
の
保
安
検
査

五

指
定
年
月
日

令
和
七
年
三
月
十
一
日





令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

公 示 催 告

失踪に関する届出の催告

失 踪 宣 告

失踪宣告取消






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

除 権 決 定 破産手続開始





令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間





令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続廃止





令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

破産管財人変更

特別清算開始
令和７年（ヒ）第２０１２号
東京都杉並区成田東５丁目17番15702号
清算株式会社 とだや本舗株式会社
代表清算人 戸田信之輔
１ 決定年月日 令和７年３月14日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

東京地方裁判所民事第20部

特別清算終結
令和７年（ヒ）第４号
徳島市論田町新開66番地の96
清算株式会社 株式会社ケイエスエムコーポ
レーション

１ 決定年月日 令和７年３月12日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

徳島地方裁判所民事部

再生債権の特別調査期間

再生計画認可

再生手続終結

小規模個人再生による再生手
続開始






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生計
画不認可

小規模個人再生による再生計
画取消






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可

所有者不明土地及び建物管理
命令に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告






令和年月日 水曜日 第号官 報

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
会
社
は
令
和
七
年
五
月
一
日
を
効
力
発
生
日
と
し

て
合
併
し
、
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承
継
し
て
存
続

し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.m
a
tsu
k
iy
o
co
co
k
a
ra
.co
m
/ir/

h
o
u
teik
o
u
k
o
k
u
̲g
ro
u
p
/

（
乙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

千
葉
県
松
戸
市
新
松
戸
東
九
番
地
一

（
甲
）
株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
グ
ル
ー
プ

代
表
取
締
役

松
本

清
雄

東
京
都
多
摩
市
永
山
五
丁
目
一
一
番
地
の
七

（
乙
）
有
限
会
社
ド
ミ
ナ
ン
ト

代
表
取
締
役

戸
塚

淳
司

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
乙
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

（
乙
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

掲
載
頁

三
頁

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
品
川
区
上
大
崎
三
丁
目
一
番
一
号
目
黒
セ

ン
ト
ラ
ル
ス
ク
エ
ア
一
五
階

（
甲
）
Ｍ
Ｋ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
合
同
会
社

代
表
社
員

一
般
社
団
法
人
Ｍ
Ｋ

職
務
執
行
者

池
田

勉

東
京
都
品
川
区
上
大
崎
三
丁
目
一
番
一
号
目
黒
セ

ン
ト
ラ
ル
ス
ク
エ
ア
一
五
階

（
乙
）
株
式
会
社
Ｍ
Ｋ
エ
ス
テ
ー
ト

代
表
取
締
役

足
立

裕
也

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
・
乙
）

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
二
月
十
八
日

掲
載
頁

一
二
七
頁
（
号
外
第
三
十
二
号
）

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
調
布
市
多
摩
川
三
丁
目
三
四
番
地
四
エ
ク

セ
ル
恒
洋
一
〇
一

（
甲
）
株
式
会
社
ト
シ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

代
表
取
締
役

達
山

俊
仁

三
重
県
津
市
島
崎
町
三
一
五
番
地
一
ル
ー
チ
ェ
ハ

イ
ツ

（
乙
）
株
式
会
社
ル
ナ
ピ
エ
ナ

代
表
取
締
役

達
山

俊
仁

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
、
丙
及
び
丁
の
権
利
義

務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
、
乙
、
丙
及
び
丁
は
解
散
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
一
月
十
日

掲
載
頁

一
二
五
頁
（
号
外
第
五
号
）

（
乙
、
丙
及
び
丁
）

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

掲
載
頁

六
十
六
頁
（
号
外
第
三
〇
一
号
）

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
江
戸
川
区
西
小
岩
一
丁
目
七
番
六
号

（
甲
）
株
式
会
社
ア
ー
ジ
ュ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

佐
藤

章
代

東
京
都
江
戸
川
区
西
小
岩
一
丁
目
一
一
番
二
六
号

（
乙
）
株
式
会
社
ア
ー
ト

代
表
取
締
役

岩
村

卓
明

東
京
都
江
戸
川
区
西
小
岩
三
丁
目
三
四
番
一
七
号

（
丙
）
株
式
会
社
ニ
ュ
ー
オ
ー
ク
ラ

代
表
取
締
役

糟
谷
惠
美
子

愛
知
県
一
宮
市
大
和
町
馬
引
字
焼
野
八
八
番
地
一

（
丁
）
株
式
会
社
ア
グ
リ
・
コ
ム

代
表
取
締
役

宮
澤

隆

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
://w
w
w
.sn
o
w
p
ea
k
.co
.jp
/

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.sn
o
w
p
ea
k
.co
.jp
/

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

新
潟
県
三
条
市
中
野
原
四
五
六
番
地

（
甲
）
株
式
会
社
ス
ノ
ー
ピ
ー
ク

代
表
取
締
役

山
井

太

福
井
市
中
央
一
丁
目
一
四
番
九
号

（
乙
）
株
式
会
社
ス
ノ
ー
ピ
ー
ク
サ
ー
キ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
コ
ア

代
表
取
締
役

中
上

久
範

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
甲
は
令
和
七
年
五
月
一
日
付
で
商
号
を
株
式
会

社
小
寺
電
子
製
作
所
と
変
更
す
る
予
定
で
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
月
十
六
日

掲
載
頁

七
頁

（
乙
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
月
十
六
日

掲
載
頁

七
頁

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

岐
阜
県
岐
阜
市
下
奈
良
一
丁
目
二
八
番
二
号

（
甲
）
Ｋ
Ｅ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
島

亘

岐
阜
県
岐
阜
市
下
奈
良
一
丁
目
二
八
番
二
号

（
乙
）
株
式
会
社
小
寺
電
子
製
作
所

代
表
取
締
役

菅
野

信
也

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
、
乙
は
甲
の
芝
草
機
械
事

業
及
び
補
用
部
品
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
を
承

継
し
、甲
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

掲
載
頁

二
一
三
頁
（
号
外
第
一
五
七
号
）

（
乙
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

北
海
道
千
歳
市
上
長
都
一
〇
六
一
番
地
二

（
甲
）
株
式
会
社
Ｉ
Ｈ
Ｉ
ア
グ
リ
テ
ッ
ク

代
表
取
締
役

磯
本

聡
一

長
野
県
東
筑
摩
郡
朝
日
村
大
字
古
見
字
柳
久
保
二

八
六
九
番
地
五

（
乙
）
株
式
会
社
Ｉ
Ａ
Ｔ
朝
日

代
表
取
締
役

長
尾

浩
二

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
が
行
う
金
型
製
造

事
業
及
び
射
出
成
型
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し

乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
二
月
二
十
日

掲
載
頁

八
十
三
頁
（
号
外
第
三
十
四
号
）

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

千
葉
県
市
川
市
塩
浜
二
丁
目
一
七
番
七
号

（
甲
）
富
士
特
殊
金
型
株
式
会
社

代
表
取
締
役

布
施

啓
晃

東
京
都
江
戸
川
区
東
小
岩
一
丁
目
二
八
番
一
四
号

（
乙
）
富
士
特
殊
金
型
株
式
会
社

代
表
取
締
役

布
施

義
久





令和年月日 水曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
二
十
日
で
あ
り
、
組
織

変
更
後
の
商
号
は
エ
ム
テ
ィ
ー
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
株
式
会
社

と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

埼
玉
県
東
松
山
市
石
橋
一
五
二
九
番
地
一

エ
ム
テ
ィ
ー
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
合
同
会
社

代
表
社
員

牧
瀬

芳
一

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

埼
玉
県
新
座
市
西
堀
一
丁
目
一
〇
番
二
四

二
号

合
同
会
社
あ
ず
き

代
表
社
員

大
畑
健
太
郎

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。
こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。令

和
七
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
一
二
番
四
号
Ｎ
＆
Ｅ

Ｂ
Ｌ
Ｄ
．
六
Ｆ

合
同
会
社
Ａ
．
Ｌ
．
Ｅ
．

代
表
社
員

金
子

昭
雄

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。
こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。令

和
七
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
港
区
西
新
橋
一
丁
目
一
番
一
号
日
比
谷

フ
ォ
ー
ト
タ
ワ
ー
一
〇
階

ｎ
ｉ
ｃ
ｏ
ｒ
ｉ
ｗ
ａ
合
同
会
社

代
表
社
員

山
田

仁
志

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。
組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
龍
雪
不
動
産

と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

名
古
屋
市
昭
和
区
御
器
所
通
三
丁
目
一
八
番
地

合
同
会
社
Ｂ
ｅ
ａ
Ｋ
ｉ
ｎ

代
表
社
員

金
沢

龍
晨

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
百
万
円
減
少
し
九
百
万
円
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
港
区
白
金
台
五
丁
目
一
五
番
五
号

株
式
会
社
Ｂ
Ｔ
Ｌ

代
表
取
締
役

神
農

貴
大

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
九
千
万
円
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
月
十
六
日

掲
載
頁

七
頁

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

岐
阜
県
岐
阜
市
下
奈
良
一
丁
目
二
八
番
二
号

Ｋ
Ｅ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
島

亘

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
百
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
四
月
二
十
八
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
六
日
に
予
定
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

熊
本
県
玉
名
郡
南
関
町
関
町
一
四
三
〇
番
地

有
限
会
社
フ
ク
ハ
ル
百
貨
店

代
表
取
締
役

福
田

惠
介

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
六
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
十
七
日

掲
載
頁

七
十
一
頁
（
号
外
第
五
十
三
号
）

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

鹿
児
島
市
田
上
三
丁
目
四
番
二
五
号株

式
会
社
竜
馬

代
表
取
締
役

松
ノ
下
竜
馬

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
を
効
力
発
生
日
と
す

る
株
式
会
社
日
野
ア
ヴ
ァ
ン
ス
、
株
式
会
社
日
野
シ
ス
テ

ム
、
株
式
会
社
日
野
リ
ゾ
ー
ト
、
株
式
会
社
オ
フ
ィ
ス
日

野
と
の
株
式
交
換
（
以
下
「
本
株
式
交
換
」）に
よ
り
資
本

準
備
金
の
額
が
増
加
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
資
本
準

備
金
の
額
に
つ
い
て
、
本
株
式
交
換
に
よ
る
資
本
準
備
金

の
増
加
額
を
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
三
頁
（
号
外
第
五
十
四
号
）

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

山
形
県
酒
田
市
上
本
町
五
番
二
二
号株

式
会
社
日
野

代
表
取
締
役

阿
部

護

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
十
六
億
一
千
五
百
四
十

四
万
二
千
九
百
四
十
円
減
少
し
、
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
二
日
で
す
。

こ
の
資
本
準
備
金
の
額
の
減
少
に
対
し
異
議
の
あ
る
債

権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
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令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
三
番
二
号

株
式
会
社
Ｇ
ｏ
ａ
ｌ
ｓ

代
表
取
締
役

佐
崎

傑

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
付
で
効
力
が
発
生

し
た
宮
田
建
設
工
業
株
式
会
社
と
の
株
式
交
換
に
よ
り
資

本
準
備
金
の
額
が
増
加
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
増
加
額
全

額
を
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
二
月
二
十
六
日

掲
載
頁

一
二
四
頁
（
号
外
第
三
十
七
号
）

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

島
根
県
浜
田
市
朝
日
町
九
一
番
地
一
三

宮
田
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

宮
田

智
裕

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
百
万
円
、
資
本
準
備
金
の

額
を
二
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

横
浜
市
神
奈
川
区
大
口
通
六
〇
番
地
二

や
す
だ
商
事
有
限
会
社

代
表
取
締
役

安
田
美
智
子

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

京
都
市
中
京
区
御
幸
町
通
竹
屋
町
上
る
毘
沙
門
町

五
五
六
番
地
の
二

株
式
会
社
田
中
塗
師
勘

代
表
取
締
役

田
中

佑
紀

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
十
二
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

大
阪
市
西
淀
川
区
佃
四
丁
目
一
四
番
三
号

大
阪
亜
鉛
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

林

昭
宏





正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終

り
か
ら

四
上

一
七
第
四
十
条
の
四
第

一
項

第
二
十
七
条
の
二

十
三
第
一
項
、
第

四
十
条
の
四
第
一

項

〃
〃
〃
八
〜七
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て

移
動
し

そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当

該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る

も
の
の
よ
う
に
改

め
、
そ
の
標
記
部

分
が
異
な
る
も
の

は
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
を

改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し

て
移
動
し

令和年月日 水曜日 第号官 報

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
四
千
四
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
八
月
十
九
日

掲
載
頁

六
十
九
頁
（
号
外
第
一
九
三
号
）

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
二
番
五
号

は
な
さ
き
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鄭

武
壽

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
三
億
六
千
万
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.w
eb -p

u
b
lic -n

o
tice.jp

/

44O
U
56S -00036

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号ピ

ー
ピ
ー
エ
フ
エ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
・
ス
リ
ー
特

定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
五
千
万
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.w
eb -p

u
b
lic -n

o
tice.jp

/

44O
U
56S -00037

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号ピ

ー
ピ
ー
エ
フ
エ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
・
フ
ァ
イ
ブ

特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
六
千
万
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.w
eb -p

u
b
lic -n

o
tice.jp

/
44O
U
56S -00040

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号ピ

ー
ピ
ー
エ
フ
エ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
・
エ
イ
ト
特

定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

訂
正
公
告

令
和
六
年
十
一
月
六
日
（
号
外
第
二
六
〇
号
）
掲
載
の

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、

「
当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
六
千
四
百
三
十
九
万
七

百
七
十
六
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。」と
あ
る

は
「
当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
六
千
四
百
三
十
九
万

七
百
七
十
六
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。」の
誤

り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
目
黒
区
目
黒
一
丁
目
六

一
七

株
式
会
社
ペ
ン
マ
ー
ク

代
表
取
締
役

横
山

直
明

訂
正
公
告

令
和
六
年
十
二
月
十
八
日
掲
載
の
左
記
会
社
に
係
る
合

併
公
告
中
、
丙
の
住
所
「
沖
縄
県
糸
満
市
西
崎
一
丁
目
一

三
番
六
号
三
階
」
と
あ
る
は
「
沖
縄
県
糸
満
市
西
崎
一
丁

目
一
三
番
一
六
号
三
階
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

訂
正
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下

さ
い
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

沖
縄
県
那
覇
市
お
も
ろ
ま
ち
三
丁
目
七
番
九
号

（
甲
）
株
式
会
社
ラ
ジ
カ
ル
沖
縄

代
表
取
締
役

屋
宜

宣
光

沖
縄
県
那
覇
市
壺
川
二
丁
目
一
三
番
四
一
号
上
原

ビ
ル
一
〇
三
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ａ
Ｄ
．
ベ
ン
チ
ャ
ー

代
表
取
締
役

屋
宜

宣
光

沖
縄
県
糸
満
市
西
崎
一
丁
目
一
三
番
一
六
号
三
階

（
丙
）
株
式
会
社
リ
ン
ク

代
表
取
締
役

屋
宜

宣
光

令
和
七
年
二
月
十
七
日
（
号
外
第
三
十
一
号
）
公
布
法

務
省
令
第
四
号
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

一
三
ペ
ー
ジ
別
記
第
三
十
号
様
式
所
属
機
関
等
作
成
用

４

Ｖ（「
特
定
技
能
（
１
号
）」・「
特
定
技
能
（
２
号
）」）

４

中
「在

留
期
間
更
新

」
は
「在

留
資
格
変
更

」
の
誤

り
。同

４
中

か
ら

ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
下
げ
、「4

１
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
計
画
（
申
請
人
が
「
特
定
技
能

１
号
」
で
の
在
留
を
希
望
す
る
場
合
に
記
入

）」の
次
に
次

を
加
え
る
。


在
留
資
格
変
更
申
請
前
に
，
特
定
技
能
雇
用
契
約
の

内
容
，
本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
活
動
の

内
容
，
上
陸
及
び
在
留
の
た
め
の
条
件
そ
の
他
の
本

邦
に
上
陸
し
在
留
す
る
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き
事

項
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
外
国
人
が
十
分
に
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
言
語
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
こ
と
の
有
無

有
・
無


上
記

に
つ
い
て
，
対
面
に
よ
り
，
又
は
テ
レ
ビ
電

話
装
置
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い

る
こ
と
の
有
無

有
・
無

令
和
六
年
八
月
三
十
日
公
布
国
土
交
通
省
令
第
八
十
三

号
（
建
設
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）


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